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閣議議事録等作成・公開制度検討チーム 作業チーム 

第２回 議事次第 
 

 

日 時：平成 24 年８月 29 日（水）16:56～18:06 

場 所：総理大臣官邸４階大会議室 

 

 

１．開会 

 

２．日本銀行金融政策決定会合及び株式会社の取締役会の議事録について 

 

３．閣僚会議について 

 

４．閣議等議事録の作成・公開制度の方向性について 

 

５．自由討議 

 

６．閉会 
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○中塚内閣府副大臣 それでは、まだ定刻になっておりませんけれども、御出席の方、全

員におそろいいただいておりますので、ただいまから「閣議議事録等作成・公開制度検討

チーム 作業チーム」の第２回会合を開催いたします。 

 本日は、まず、事務局からお手元の資料の１～４について説明をさせていただきます。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○小林公文書管理検討室参事官 事務局でございます。 

 それではまず、日本銀行金融政策決定会合の議事録につきまして御説明申し上げます。 

 資料１を参照願います。 

 表紙をおめくりいただきまして、１ページ目、金融政策決定会合がどのような会議であ

るのかといったことが記載してございます。 

 開催日といたしましては、毎月１～２回程度。 

 金融情勢に関する検討を行い、その下で市場の調整方針を決定いたします。 

 議決は、政策委員会メンバーによる多数決で行われまして、政府側からは、財務大臣、

経済財政政策担当大臣などが出席することもできることとなっております。 

 そして、内容の公表でございますけれども、（４）と（５）のところでございますが、

会合終了後、直ちに決定した内容を公表し、総裁の記者会見も実施する。そして、議事要

旨、議事録も公表することとなっております。 

 ２ページ目、議事録・議事要旨の作成・公表の根拠が整理されております。 

 議事要旨につきましては、日本銀行法第20条第１項に、議事録につきましては、同条第

２項に根拠があることが示されております。 

 そして、その下の欄外の参考のところでございますけれども、平成９年に日本銀行法を

改正した際の金融制度調査会の答申・理由書の記載がございます。議事録などの公開が、

透明性の確保の方法であること、また、自由な討議な妨げとならないような配慮も必要で

あることが説明されております。 

 では、議事録の記載事項がどのようなものであるのかが次の３ページ目、３ポツでござ

います。 

 記載は、議論のすべてということで、発言者名を明記の上、原則逐語での記録、場合に

より、変更や訂正も可能という仕組みになっております。 

 そして、公表までの手順や期間が４ポツのところに記載されております。まず、議事要

旨につきましては、おおむね１か月後。議事録につきましては、10年経過後に半年分ごと

にとりまとめまして、年２回公表することになっておりまして、非公開箇所として３類型、

個人情報、法人情報、外国の中央銀行等との信頼関係が損なわれるおそれのある情報につ

きまして、これら以外は公表される仕組みになっております。 

 そして、次の４ページ、公表は、ホームページへの掲載の方法によるものであること。

そして、10年経過前に情報公開法に基づく開示請求がなされました場合には、個別に開示・

不開示を判断の上、部分開示するなどの対応がなされるといった記述がなされております。 
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 ５～６ページ目にかけましては、議事録に対する情報公開請求がなされまして、これに

対しまして日本銀行が行いました部分開示の当否が争われた事案につきまして、情報公開

審査会がこれを妥当と認めた際の答申の抜粋となっております。 

 審査会が妥当と判断した根拠でございますけれども、最初の下線部分のところでござい

ますが、忌憚のない意見の披瀝、自由闊達な議論の確保が求められていること、そして、

内外の市場関係者などが議論について極めて重大な関心を有していることなどが掲げられ

ております。 

 このようなことから、下から５行目ぐらいのところでございますけれども、議事要旨に

あっては、各委員の意見の細かな差異も捨象されておりまして、また、市場に不測の影響

が及ぶことのないよう、格段の配慮がなされるということが続けて記述されております。 

 したがいまして、仮に本件対象文書であります議事録の不開示部分が公にされますと、

議事要旨では公になっていない個々の委員の発言について、金融経済情勢、金融政策運営

方針の判断において、いずれの指標や情報を重視しているのかを含め、発言者を特定した

上で詳細にわたって明らかになってしまうということが６ページにかけて記述されており

ます。 

 そして、６ページ目の真ん中辺りのところでございますけれども、議論の内容がこのよ

うに詳細にわたって開示されてしまいますと、政策転換の条件等についての推測、量的緩

和政策の解除条件に関する憶測等がなされまして、結果、金融政策の適切な執行、今後の

金融政策の的確・迅速な決定が阻害されるおそれがあるとして結んでおります。 

 欄外には、実際に不開示が妥当とされた部分といたしまして、７つの類型、例えば執行

部からの報告後の委員の質問、それに対する応答ですとか、金融経済情勢や政策運営方針

に関する委員の意見の開陳や討議などが掲げられているところでございます。 

 続いての７ページには、参考といたしまして、議事録の作成の要領が、そして、続く８

ページには、公表についての要領がそれぞれ掲げられておりますけれども、今、御説明し

たものと内容が大部分重複いたしますので、割愛させていただきます。 

 そして、最後の10ページ目には、議事録公表についての日本銀行のウェブサイトの紹介

ということで資料を添付してございます。 

 続いて、資料２を用いまして、株式会社における取締役会の議事録につきまして御説明

申し上げます。 

 表紙をおめくりいただきまして、制度のポイントということでございますけれども、会

社法の規定に基づきまして、取締役会の議事につきましては、議事録を作成しなければな

らないということが規定されております。この議事録につきましては、本店に備え置かな

ければならないこと、そして、株主の閲覧請求や債権者等の閲覧請求が可能であるといっ

たことが規定されているところでございます。 

 では、この議事録に何が記載されているのかということにつきましては、次のページ、

法務省令会社法施行規則第101条で定められておりまして、開催日時、場所、当該取締役会
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の位置づけですとか議事録経過の要領や結果、意見や発言内容の概要といったことが記載

事項として定められております。 

 引き続きまして、資料３で閣僚会議について御説明申し上げます。 

 資料は、閣僚会議のうち構成員が国務大臣のみであるものについては、これらが閣議と

同様に意思決定の過程として特に重要であると考えられますことから、これら会議につき

まして議事録、議事要旨などの作成・公表状況を整理したものとなっております。 

 資料全体といたしましては、会議の設置根拠別に５つに分けてございますけれども、ま

ず、「１．法律に基づくもの」といたしまして、左半分に名称、目的、根拠、構成員を記

載いたしまして、その右側に議事録・議事概要、その他資料の作成と公表の状況について

それぞれまとめてございます。 

 以下、設置根拠のレベル順に「２．閣議決定に基づくもの」が４ページに、「３．閣議

口頭了解に基づくもの」を６ページに掲げてございます。更に続けまして、９ページ目に

は、「４．内閣総理大臣決裁、内閣官房長官決裁等に基づくもの」、そして、最後から３

ページ目、ページ数では９ページでございますけれども、「５．その他」として記載をし

ております。 

 この一覧表から言えますことは、閣僚会議は、その目的、構成員、議事内容がごらんの

とおり実に多岐にわたっておりまして、その運営の方法や対応もさまざまでありますこと

から、公表の仕方もこれに応じて、それぞれにおいて適切であると考えられる方法で行わ

れており、必ずしも一様ではないというのが現状になっているところでございます。 

 個々の会議体についての言及につきましては、説明時間の都合もありますので、割愛さ

せていただきます。 

○幸田公文書管理検討室長 続きまして、資料４につきまして、説明者代わりまして、私

の方から御説明をさせていただきます。 

 資料４、閣議等議事録の作成・公開制度の方向性について（案）でございます。 

 この資料は、当作業チームから親会議であります検討チームに御報告をするとりまとめ

（案）のただき台として事務局で用意をしたものでございます。 

 検討チームのとりまとめのスケジュールにつきましては、７月30日に開催されました第

１回検討チームにおきまして、岡田副総理の方から、10月を目途に検討結果のとりまとめ

をお願いしたいとの御発言があったところでございまして、この10月に向けて当作業チー

ムとして検討チームに報告するとりまとめ案を作成していく必要があると考えております。 

 資料４につきましては、本日の作業チームでの御議論、更に９月上旬に海外現地調査を

予定しておりますけれども、その後、その結果も踏まえて、次回、また作業チームを開催

したいと考えておりますが、その作業チームでも御議論をいただきまして、検討チームへ

御報告するとりまとめ（案）をまとめていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 資料の内容の説明でございますけれども、１ページ目の柱書のところに段落を３つ書い
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てございます。 

 最初の第１段落では、これまで閣議の議事録は、作成し公開することは適当ではないと

されてきたことについて述べてございます。 

 第２段落では、公文書管理制度の目的に照らせば、閣議の議事録を作成することが望ま

しいと考えられる一方、これが短期間のうちに公開されれば、内閣の一体性、統一性に支

障が生じることを述べてございます。 

 これを踏まえまして、第３段落で、公文書管理法を改正して、制度化を図ることとして

はどうかという提案をしてございます。 

 以下、制度化の方向性、第１の柱としまして「１．議事録の作成義務」について記述を

してございます。 

 現行の公文書管理法の第４条は、一般的な文書の作成義務について規定しておりますけ

れども、必ずしもここでは議事録の作成を一律に求めているわけではございません。閣議

や閣僚会議につきましては、政府における意思決定過程における重要性にかんがみて、こ

の公文書管理法第４条とは別に議事録の作成を義務づける規定を置くことにしてはどうか

というものが第１の柱でございます。 

 ２ページ目、（１）議事録の記載事項をどうするかという点でございます。これにつき

ましては、先ほどの会社法等と違いまして、日時とか場所等々につきましては、ほかの資

料で既に明らかでございますので、議事録作成の趣旨を踏まえれば、まさにこの閣議での

議事の内容、発言の内容の概要を記載しなければならないこととしてはどうか。 

 （２）作成義務を課す会議の範囲としましては、閣僚懇談会を含む閣議、国務大臣によ

って構成される閣僚会議としてはどうかということを記述してございます。 

 次に、制度化の方向性の柱の２番目、「２．一定期間経過後の国立公文書館等への移管

義務」でございます。 

 公文書管理法におきましては、各行政機関の長の判断によって文書の保存期間あるいは

国立公文書館に移管するのか、廃棄するのかを定めることとされてございます。１ポツで

作成義務を課すことといたしました閣議あるいは閣僚会議の議事録につきましては、歴史

公文書としての重要性にかんがみまして、法律上、作成から一定期間を経過した時点で、

国立公文書館等に移管することを義務づけることとし、そのための規定を置くこととして

はどうかというものでございます。 

 ２ページ目の下の方、移管までの期間をどうするかという点でございます。 

 ①現在の閣議資料等の保存期間、②諸外国の閣議等の議事録が公開されるまでの期間な

どを踏まえて定めてはどうかと記述しております。 

 ３ページ、最初の○としまして、現在、公文書管理法施行令で閣議に関する資料が30年

保存で、30年保存経過後に移管することとされている。あるいは外交文書についても30年

が定められていることを記述してございます。 

 ２つ目の○でございますが、諸外国の閣議等の議事録が公開されるまでの期間としまし
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ては、イギリスが20年、ドイツが30年、アメリカが25年という制度があることを記述して

おります。 

 ３つ目の○でございますが、いわゆる「30年ルール」としまして、国際公文書館会議の

決議といたしまして、一般的な公開までの期間は30年を超えないこととすべきという国際

慣行があることを記載してございます。 

 次に、（２）公文書管理法に基づく一般の利用等でございますけれども、公文書管理法

では、国立公文書館等に移管をされた歴史公文書につきましては、第16条で個人情報等々

を除いて、利用請求に対して利用させなければならないということ。第23条で展示ですと

か、インターネットなどを通じて積極的に利用の促進に努めなければならないことが定め

られておりますので、これらの規定に基づきまして、閣議や閣僚会議の議事録が移管され

た後には、一般の利用に供して、利用の促進を図ることとしてはどうかということでござ

います。 

 次に、４ページ、制度化の方向性の第３の柱、「３．移管までの期間の非公開」につい

て記述をしてございます。 

 憲法を運用してございますが、憲法第66条第３項では、「内閣は、行政権の行使につい

て、国会に対して連帯して責任を負ふ」ということが定められてございます。前回、憲法

上の学説についても御紹介申し上げましたところですが、その意味で、閣議はほかのさま

ざまな会議とは違って、憲法上の連帯責任を負っており、外部に対しては一体として行動

する義務を負っているため、意思決定に至る過程の閣僚間での議論は外部に漏れてはなら

ないとされているということでございます。このため、作成することとなる議事録が公に

なれば、連帯責任を有する内閣の運営に支障を及ぼすおそれがあることにかんがみまして、

国立公文書館等に移管されるまでの期間は非公開とすることを法律で明らかにすることと

してはどうかということでございます。 

 非公開とするための措置としまして、まず、（１）議事録の公開禁止でございますが、

これは政府に対して公にすることを禁止する旨の規定を置いてはどうかということでござ

います。この場合、部分的な公開も認められないと考えるべきではないかということ。「ま

た」としまして、過去の政権の議事録公開なども含めて、政府の判断による自主的な公開

も認められないと考えるべきではないかといたしております。 

 次に、（２）行政機関情報公開法との関係につきましては、Ａ案としまして、同法、情

報公開法を適用することとする案と、Ｂ案としまして、適用除外をするという２案を提起

する形で提示をさせていただいてございます。 

 まず、案Ａでございますが、４ページの下から５ページの頭にかけまして、情報公開法

の５条６号の不開示情報の規定を掲げてございますけれども、５ページの頭のアンダーラ

インを引いておりますところにございますように、６号の不開示情報は、公にすることに

より、当該事務または事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が不開

示情報とされているところでございます。 
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 ４ページの下の方に戻っていただきますと、そういうことであるならば、先ほどの（１）

によりまして、公にしてはならないという規定を置くことによって、この不開示情報に該

当することが明らかではないかと考えられますので、同法の改正は行わずとも、不開示情

報として情報公開法を適用していくことでよいのではないかという考え方でございます。

「また」といたしまして、不開示情報であるならば、情報公開法を改正して、それを明記

することについてはどう考えるのかという論点を記述いたしてございます。 

 ５ページ、情報公開法を適用する案の場合に検討すべき点として、（案Ａ－１）部分開

示の取扱い、（案Ａ－２）公益裁量開示の取扱いについて記述をしております。 

 （案Ａ－１）の場合は、いずれも情報公開法の関係規定を適用することになるわけでご

ざいますけれども、部分開示につきましては、先ほど議事録を全体として非公開とする方

針であるとすれば、部分開示も行わないことになるのではないかということを記述してご

ざいます。 

 （案Ａ－２）公益裁量開示でございますけれども、公益上、特に必要があると認める場

合に、議事録を開示する制度は残すべきではないかということを指摘した上で、なお書き

でございますけれども、この場合、開示する判断を情報公開法に基づいて、行政機関の長

だけにゆだねるのではなくて、公文書管理に関する第三者機関が関与する仕組みを設ける

ことを検討すべきではないかという提案をしてございます。 

 次に、案Ｂが情報公開法を適用除外する案でございます。 

 一定期間が経過する前に閣議の議事録が開示される余地を残すことは、たとえ実際にそ

れが開示されないとなった場合でも、内閣の意思決定、内閣での議論、閣議での議論にい

ろいろな支障、影響を及ぼすおそれがあるため、情報公開法はすべて適用除外をすべきで

はないかという考え方でございます。 

 ６ページに関係資料を添付してございますけれども、これは前回の作業チームで総務省

の行政管理局からも御説明のあった資料でございますが、制定当時、平成９年の立案方針

におきまして、適用除外の類型として、２の方針の（１）と（３）の類型が検討されたこ

とを示してございます。 

 ２の方針の（１）登記・特許等、戸籍及び刑事訴訟手続の制度における開示等規定に係

る行政文書の適用除外につきましては、下にも例を掲げてございますが、刑事訴訟法の訴

訟に関する書類等々のように、情報公開法が適用除外されている例が多くあるわけでござ

います。 

 一方、（３）特定の行政文書の公開を禁止している規定に係る行政文書の適用除外の類

型につきましては、これも前回、作業チームでの議論が若干ございましたが、現在、ここ

に当てはまる例はないということでございまして、日米相互防衛援助協定等に伴う特別秘

密について、ここを適用除外とするかどうかの検討が行われたものの、結局は、適用除外

とはされずに、不開示情報として取り扱われている経過をたどっているということでござ

います。 
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 最後に、（３）議事録を非公開とする会議の範囲でございますけれども、先ほど資料３

でごらんいただきましたように、閣議と異なりまして、閣僚会議につきましては、議事録

を作成し、公開しているものも存在しているわけでございます。このため、すべてを非公

開とすることは必ずしも適当ではなく、連帯責任の観点から特に閣議と同様の秘密保持が

求められるものについて非公開とすることとしてはどうかと記述しております。 

 資料４は以上でございます。 

○小林公文書管理検討室参事官 最後に、参考といたしまして資料４－１というものが付

いております。これは、ただいま御説明申し上げました方向性について、今日御議論いた

だくための参考資料といたしまして、前回の作業チームでお配りしたものをもう一度配付

しているところでございます。 

 ただ、１項目追加してございまして、最後のページに最近の学説といたしまして、１つ

付け加えて、改訂版と御理解いただければと存じます。 

 説明は以上でございます。 

○中塚内閣府副大臣 それでは、今の説明と本日に至るまでのいろいろな御議論につきま

して、どなたからでも結構でありますので、是非、御質問、御意見をちょうだいできれば

と思っております。 

 小早川先生、どうぞ。 

○小早川委員 まず、資料に即した質問を１つさせていただきます。 

 資料３の閣僚会議についてという中で「５．その他」があります。これは設置に関する

規定がないということなのですけれども、会議体としての同一性といいますか、アイデン

ティティはあるわけですね。第１回、第２回というように、同じカテゴリーの会議が何回

か開かれるとか、来週これこれの会議がある、あの会議ですねということはあるのだと思

うので、それはどういうふうに担保されているのですか。何かそれぞれ文書として規定は

あるということですか。 

○幸田公文書管理検討室長 まさにそういうメンバー等々に関する規定がないということ

でございまして、ただ、こういう名前でこういう会議を開催しようということが対外的に

公表されて、複数回開催されているということなのかと考えております。 

 そういう意味において、これが果たして「会議」と呼べるものなのか、そこは今後、精

査が必要になっていくとは考えておりますけれども、議題があって、それについて議論を

しているということであれば会議なのかという、とりあえずの整理で今ここには掲げてお

るということでございます。 

○中塚内閣府副大臣 梶田先生、どうぞ。 

○梶田委員 資料３の「５．その他」の中には「第１回」という形でしか出ていないので

すが、これは同じような会議が複数回継続的に開かれていないという趣旨で書いてあるの

でしょうか。 

 つまり、たまたま大臣が集まったということなのか。それとも、継続的に。 
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○幸田公文書管理検討室長 申し訳ございません。ここには開催状況に関する資料を添付

しておりませんけれども、これは第１回がここで開催されたというだけでございまして、

すべて複数回開催されております。 

○小早川委員 出席者は同一性を認識しているということなんですかね。 

○梶田委員 メンバーの最後のところに「等」という言葉があるのですが、国務大臣以外

にも例えば随時一般の役人が入ってくるような、そういう会合なのでしょうか。 

○幸田公文書管理検討室長 本日、ここで掲載させていただいたものは、正式メンバーと

しては国務大臣だけを構成メンバーとするものに限って挙げさせていただいております。

「等」というのは、ここに書いてある大臣以外の大臣も参加する場合があり得るという意

味で記載しているということでございます。 

 そういう意味で、技術的には、立法化するときには閣僚会議については範囲をどういう

ふうに限定していくのかということが１つの課題になってくるものと認識をいたしており

ます。 

○小早川委員 技術的にはなかなか難しいですね。 

○中塚内閣府副大臣 御厨先生、どうぞ。 

○御厨委員 今、このペーパーをぱらぱらと見ていましたが、この閣僚会議についてとい

うのは、割と最近の例だろうと思いますが、全体として類推で結構ですけれども、数とし

てどのぐらいありますか。これは割と最近の例ですね。規定根拠がないというのは、全部

民主党政権になってからですね。それ以外、それ以前のことまで含めて、それはすぐに認

知できるのか、あるいはとてもではないがという話なのか。その辺はどうでしょう。 

○幸田公文書管理検討室長 一応、この資料には、国務大臣だけを構成員とする閣僚会議

はすべて網羅しております。 

 ただ、この類型のほかに、実は今で言えば、国家戦略会議でありますとか、昔で言えば

経済財政諮問会議のように、民間の方々が閣僚に加わってメンバーになっているものがあ

ったり、あるいは役人がメンバーになっているものですとか、そういう多様な類型が実は

この周辺にございます。そういう意味において、どこまでを作成義務の対象にしていくの

かということは、ひとつ課題であろうとは考えておりますが、今回はとりあえず閣議につ

いて作成義務を課すとすれば、同様に閣僚が議論されているものについては重要な政策過

程なのだろうという前提の下に、閣僚だけの会議については少なくとも対象にするという

ことを考えてはどうかという趣旨でございます。 

 これ以外については、前回も御説明申し上げましたけれども、例えば審議会とか役人レ

ベルの会議については、公文書管理法に基づくガイドラインで議事録、議事概要を作成す

るようにという形になっている部分もございます。 

○中塚内閣府副大臣 三宅先生、どうぞ。 

○三宅委員 資料４の質問からまず入りたいと思います。 

 閣議等の議事録ということで、議事録の定義なのですけれども、資料３の「閣僚会議に
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ついて」の「議事録・議事概要の作成」を見ると「議事録のみ」とか「一部議事概要のみ」

とございますね。日銀の議事録作成要領は結構細かく書いてあって、たしか逐語で発言者

名明記の上とありますね。 

資料４の議事録というのは、議事の内容を記載しなければならないということなのです

が、これは発言者名に対応させた発言内容の概要を記載するということで、逐語で起こす

という意味ではないように理解できますね。まず、そういう理解でいいのかどうかという

ことと、その場合に、議事概要との違いですね。多分、議事概要というのは、例えば発言

者名はなくて、もっと発言を丸めたというか、圧縮させたようなものを作成するのかどう

かということですね。 

このペーパーを作成するに当たってということでもないですけれども、前回ないし前々

回に私が少し話をしたのは、仮に今、資料４で記載されている議事録の作成をするという

ことを前提とすると、それは将来の国民に対する説明責任を果たすということだと思いま

す。そうすると、翻って出てくるのは、現在の国民に対してどういう説明責任を果たすん

だという話になるかもしれないから、それは内閣の連帯責任の問題があるから、その会議

があった後にすべてを細かく直ちにというわけにいかないから、何十年単位のスパンで、

将来の国民のためにということにしたのだと。 

では、現在の国民に対してはといったら、議事概要的な何らかのものをつくるという話

にしないと、ちょっと平仄が合わないような気もするので、その辺のことを念頭に置きな

がら、そういう議事録だということをベースに作成と公開制度の方向性を考える。そうい

う基本的な前提だということでよろしいですね。そこのところをまずははっきりさせてお

かないといけないのではないかと思います。 

○幸田公文書管理検討室長 事務局案の考え方を御説明させていただきます。 

ます、逐語にするかどうかということについては、恐らく録音をすべきかどうかという

こととも関係してくるのかと理解しております。そこにつきましては、今度イギリスなり、

ドイツの調査も踏まえた上で、是非御判断いただきたいと考えておりますけれども、現時

点で調べている限りでは、イギリスもドイツも閣議については秘密保持の観点で録音はし

ないと。議事録については、手で起こしているということで、まさにだれが何を言ったの

かという大まかな概要を記述するとなっていると承知しているので、それを踏まえてこれ

は書かせていただいております。 

 議事録とは別に、議事概要なり、議事要旨みたいなものの作成の義務づけをしたらいい

のではないかということが考えられるという点でございますけれども、まず、現状として

は、閣議終了後に今は官房長官が記者会見をして、閣議の概要についてはお話をされると

いうことになっておるわけでございますが、それらについて、更に議事要旨という形のも

のをつくるかどうか。これについては、事務局案としては、そこまで法律上の義務づけは

しなくていいのではないかという発想でつくってございますが、そこにつきましては、御

議論をいただければと考えております。 
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○梶田委員 法制局の審査みたいな話をして恐縮なのですが、「議事録」という言葉が何

か所か出てきて、１ページのところにも「議事録」という言葉がある。２ページにも出て

いるのですが、この２ページの（１）の２行目のところで「議事の内容（発言の内容の概

要）」という言葉があります。ガイドラインでは「議事録・議事概要」という言葉がこの

間の資料で出ていましたね。恐らく、２つのものは違うという認識で書かれているのだろ

うと思うのですが、ここでは同じような言葉が使われているという点で、それぞれの違い

がうまく整理できていないのかなという気がするのと、およそ「議事録」という言葉を世

の中一般的に使ったときに、議事の概要といいますか、発言のやりとりだけではなくて、

いつ、どこで、どういうテーマで、どういう発言の内容があったかという一連のものを１

つの議事録と認識するのだろうと思うんです。そうだとすれば、少しその辺のところが概

念上、整理できていないのではないかという印象を持ちましたので、申し上げておきます。 

○幸田公文書管理検討室長 若干、事務局の考え方を御説明させていただきます。 

今回、作成を義務づけなければならないもののコアの部分が、まさに閣僚の方々の発言

の部分なのかということで、そのように書かせていただいております。今後、そこについ

ては更に精査させていただきたいと思います。 

○中塚内閣府副大臣 宇賀先生、どうぞ。 

○宇賀委員 資料４についてですが、基本的な考え方はこういうことでいいのかと思って

おります。議事録作成を義務づけるということになると、根拠法としては、内閣法に置く

か、あるいは公文書管理法に置くかということになると思うのですけれども、公文書管理

法があり、そこで文書作成についての規定も置かれておりますし、そこの目的規定で、現

在と将来の国民に対する説明責任ということもうたわれておりますので、公文書管理法の

中に規定を置くということでよいのかと考えております。 

 それから、一定期間経過後の国立公文書館等への移管理由についてですが、これも現在

のシステムですと、この閣議の文書は内閣官房の方で保有して、そして内閣官房の行政文

書管理規則の中に移管か、廃棄か、保存期間をどうするかということを決めることになる

かと思いますが、こうした非常に重要な閣議に関する文書ですから、法律自身の中で、何

年経ったら移管をするのかを明記した上で、国立公文書館等に移管するということを義務

づけるということでいいのかと思います。 

 移管後の理由については、公文書管理法の規定に従っていくということでいいと思いま

す。 

 議事録の公開禁止については、そこでこのような規定を置くということでいいと思うの

ですけれども、問題は行政機関情報公開法との関係のところで２つの案があって、確かに

両方の考え方があり得るかと思います。 

 ただ、先ほど日銀の政策会合の議事録についてもお話がありましたように、日銀法の中

で相当期間経過後は公表という規定が置かれていて、実際にはかなりの期間経った後公表

するということになっているわけですけれども、しかし、独立行政法人等情報公開法の対



13 

 

象法人に日銀が入っていて、特段、適用除外という規定を置いているわけではないわけで

すので、そのこととの平仄の問題がございます。 

また、資料４の６ページのところで御説明がございましたように、現在、６ページの整

備法をつくったときの調整方針の２の（３）に当たるものというのはないという形で整理

されて、日米間の協定に基づく防衛秘密なものでも適用除外にしないで、不開示情報の問

題として扱っているということとの平仄といったことから考えると、私はこのＡ案でもい

いのかと考えています。 

 最後に、この特別の規定を置く場合の会議の範囲については、やはりこういう特別な扱

いをする根拠が連帯責任ということですから、連帯責任の観点からは、閣議に準ずるよう

なものを射程にするということでよろしいのかと考えています。 

 以上です。 

○中塚内閣府副大臣 ありがとうございます。 

 梶田先生、どうぞ。 

○梶田委員 基本的なことの確認みたいなものですが、１ページに前文的な部分がござい

ます。このペーパーというのは、作業チームから親会議へ報告する案という御説明があっ

たのですが、そのときに例えば前文の最後の段落で「制度化することとし、次の方向性に

より規定を置くことを検討してはどうか」とあります。これは親会議の方が政府、内閣に

向かって、検討されたらいかがでしょうかいうことで御提案するという趣旨で書かれてい

るものなのでしょうか。 

○幸田公文書管理検討室長 このペーパーのイメージなのですけれども、制度の方向性の

案について、まさにこのまま案の形で検討チームの方にお示しをして、また検討チームの

方でも恐らく御議論をいただいて、最終的に方向性をとりまとめていただくという形にな

るのかというイメージを持っております。 

 その上で、あくまでこれは検討チームとしてまとめる資料でございますので、その後、

まさに各閣僚の方々とか、そういった方々に対して検討チームとして提案をしていくプロ

セスがその方に入ってくるのだろうと考えております。そういうイメージを私は思ってお

ります。 

○中塚内閣府副大臣 小早川先生、どうぞ。 

○小早川委員 後の方は、また重要な問題がありますけれども、順番として、私も最初の

まえがき的なところです。 

 条文が挙がっておりませんが公文書管理法１条の話になるのだろうと思うのですけれど

も、この前文を読みますと、従来は閣議の議事録は作成・公開は適当でないとされてきた、

作成することも、そして公開することもいずれも適当でないとされてきたという文章があ

りまして、その次に、公文書管理制度の目的に照らせば、議事録を作成することが望まし

いと考えられるとあるんです。この２つの文章はどういうふうにつながるのか。 

公文書管理法ができたので、本来は作成すべきだったのだということなのか。あるいは、
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そうではなく、公文書管理法ができたときには、この問題については結論は出していなか

った、けれども、考え直したら、やはりそうだろうということなのか。あるいは、従来作

成することは適当でないとされてきたけれども、それは何か昔の、根拠のない考え方であ

って、それ自体がおかしかったのだということなのか。そこがこの文章だとわからない。

恐らく、制度の目的に照らせばというところで、１条の文言のどこかにひっかかってくる

のだろうと思うのですけれども、せめてそのぐらいのところはこの文章ではっきりしてお

いた方がいいような気がいたしました。 

○中塚内閣府副大臣 御厨先生、どうぞ。 

○御厨委員 日銀のこの記録を出していただいて、私も大分記憶がよみがえってきたので

すけれども、日銀の場合は、多分閣議の場合と決定的に違うのは、要するにこの決定事項

をつくれば、政策委員会がそれまでスリーピングボードであったのが、実はそうではなく

て、その中のある種の対立がそこではっきり出てくるであろうということがある程度前提

とされながらこれが決められて、現在ではほとんどそれは忘れていますから言っていませ

んけれども、当初は我々が見ていても、議事概要をつくるということで既に対立が起きる

わけです。 

つまり、こう言った、言わないというところから始まって、そもそも議論をしたところ

で対立があって、次に議事概要をつくるところでもう一遍対立があって、しかも、議事録

全体は 10 年というのは意外に短いんです。10 年で出てしまうということで、言わば後の

国民のために云々という話よりは、当該対立がその中にもはっきり出てくるということが

ありまして、それを辞めたい委員が書いてしまったりして、またそれがよくわかるという

状況でありました。それは大分変ってきました。それはこれができるときの１つの状況で、

今回のように、閣議等議事録をつくろうというときの話とは全然違う状況でできたのだと

いうことを１つ思い出します。 

 もう一つ、それを前提にして申しますと、先ほど言われましたけれども、議事概要とい

うのは一体何なのか、議事録というのは一体何なのかということで、これは今、私が経験

した政府の審議会令では、議事録というのはとにかくしゃべった人間の言葉を逐語的に全

部ほとんど出す。ただし、その中からつまんでいって、大体こういう御意見でしたとやる

のが議事概要で、そうすると議事録を最初につくらないと、議事概要ができないという話

になって、一刻も早く議事録を出せということになりますと、議事概要は出ないから議事

録は出ないと言えないんです。そこはひっくり返って、最終的には私が参加していた審議

会では、議事概要を出すことはやめて、全部議事録がどどっと出ていくということになり

ましたので、多分この辺のところは、現実に作成することになったら、今は隠れているそ

ういった問題がすごく出てくるのではないかと私も思います。 

 その上で、この資料４に関して言えば、私もいろいろまだ足さなければいけないことと

か、先ほど小早川先生が言われたように、きちんと書かなければいけないところがあると

いうのはわかりますが、基本的にはこの形でやっていかれて、30 年ルールというのが私は
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適当であろうと思いますし、それ以前に突然開示されるというと、それ自体政治的に問題

になりますから、それはないようにした方がいい。 

 ただ、それをやっていった場合に、案Ａをとりますと、先ほどの公益裁量開示をどう考

えるかということで、公益上、特に必要があると認める場合に議事録を開示する道を残す

というのは、それはいいのではないかという気がすると同時に、しかし、現実にこれが争

点になったときは結構大変だなと。かなりの議論が恐らく出てくる。しかも、公文書管理

に関する第三者機関が関与する仕組みということになりますと、よけいまたそのときの状

況で大変なのではないかということを思います。 

 ただ、基本的な方針はこれでいいのではないかと思いますが、幾つか多分考えなければ

いけない問題はあるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○中塚内閣府副大臣 三宅先生、どうぞ。 

○三宅委員 今の御厨委員のお話に付加するような件にすぎませんけれども、私も従前は

案Ｂになるのかと思っていましたが、やはり情報公開法の立法の経過を見ると、案Ｂより

は案Ａの方が、この公文書管理法の改正とともに、情報公開法との関係を定めるという点

ではいいのではないかと考えております。 

 今の公益裁量開示の取扱いの公文書管理に係る第三者委員会というのが何を指すのか。

仮に公文書管理委員会だとすると、結構重いですね。もう少し細かい規定がいろいろない

といけなくなって、もう少しいろいろ考えなければいけないことがあると思いますが、方

向性としてはここがいいかなという感じは思っておりますが、もうちょっと議論をしてか

ら結論を出したいと思います。 

 とりあえず、今日はここまでにしておきます。 

○梶田委員 今の点で、公益裁量の不開示についてですが、閣議の議事録の開示を判断す

るのはどこになるのでしょうか。議事録だから、内閣官房ですか。閣議だから、内閣なの

でしょうか。 

○幸田公文書管理検討室長 今の情報公開法なり、公文書管理法は、いずれも各行政機関

が最後行政文書を作成し、保有するという建前になっておりますが、閣議についてのさま

ざまな資料としては、閣議の庶務を担当しております内閣官房が作成し、保有することに

なるのではないかと考えております。そういたしますと、その行政機関の長は、閣議につ

いては総理大臣になるのではないかと思います。 

○梶田委員 内閣にかける必要はないということになるのか。 

○幸田公文書管理検討室長 現行法では、ないのではないかと考えております。 

○中塚内閣府副大臣 小早川先生、どうぞ。 

○小早川委員 話が情報公開法との関係に来ていますので、私も意見を申します。 

私も公益裁量開示の問題は１つの重要な点だろうと思いますが、ここではまず、前にも

少し申し上げましたがもう一度発言しておきたいのですけれども、４ページの案Ａをとっ
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た場合に、非公開規定を公文書管理法に置くとそのことからして情報公開法の不開示事由

に当たることになるのだという、ここの説明がどうも飛躍があると私は思います。 

従来の、情報公開法の立案のときの考え方、そしてその後の運用の考え方としても、個

人情報は事項的に不開示なのですけれどもそれ以外のものは、具体的な事実関係の下でこ

れを公にしたら何が起きるか、その何かが起きるおそれについてどう評価するか、そのよ

うなおそれの定性的判断というのをかませているわけです。 

 ですから、この、閣議の議事録等にしても、従来の考え方からすれば、中を見て、何が

議題になっていて、どのような発言がされているのか、それを公にしたらどういう影響が

出てくるのかということを具体的に判断するということになる。これまでの情報公開法の

解釈、運用を延長すればそうなるはずだったわけです。 

 今回、そうではない、当然に不開示情報に当たるんだと言われているのは、ちょっと不

穏当な言い方かもしれませんけれども、情報公開法の実質改正あるいは、これまでの解釈

を変更するということに等しいのではないかという気がいたします。 

 ただ、実質論なんですかね。そこは、出口の、公益裁量開示の話にもつながるわけなの

ですけれども、絶対開示されないということではない、建前がだいじなのだということで

あれば、そこは形式的に言えば、そういう立法的判断をこの際１つするということになる

のではないか。ここのペーパーの最初の書き方のように、情報公開法の解釈としてこれは

大丈夫なんですよというのは、情報公開法全体の解釈を歪めてしまう恐れがあるのではな

いかと思います。それが１つです。 

 あと、公益裁量開示については、私もかなり難しい話だと思います。もしそのように会

議の性質からして、内閣あるいは閣議というものの憲法上の位置づけからして、これは非

公開なんだということであれば、それを上回る公益とは一体何かあるのかということが問

題です。情報公開法で公益開示というときには、よく例に出されるのは、国民の生命・健

康に関わるとか、そういったような具体的な公益というものが出てくるわけですが、閣議

の議事録の場合に、そういう憲法上に淵源を持つ要請に上回るような公益が問題になるケ

ースとは一体何なんだろうかということが、抽象的にもよくわかりませんし、それを具体

的に引き直すと、先ほどから議論されていますように、それはだれが判断するのか。内閣

総理大臣がこれは開けるべきだと思ったけれども、しかし、第三者機関としては、それは

違いますねと、そういう話がシナリオとして成り立つのかどうかですね。ここは非常に難

しいところではないかと思っております。 

 以上です。 

○中塚内閣府副大臣 梶田先生、どうぞ。 

○梶田委員 今の４ページの案Ａの（１）の最初の数行のところで、１の禁止規定を置く

ことによって、この情報公開法第５条６号に当たるという考え方は、本当にこれでいいの

かなという点は、今の小早川先生がおっしゃった見方が正しいのかなと思うのですが、（１）

の公開禁止規定というのは、公文書を管理する者に対して公開してはならないよという話。
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一方、情報公開法は、国民が情報公開請求をできるということですから、そこにどうして

も衝突が起こるのだろうという気がします。 

 ですから、公開禁止規定を置けば、この不開示情報に当たるのだというのは、果たして

本当に言えるのかということは、私もちょっと疑問に思っています。 

 このような規定の例はあるんですか。今まではなかったということですね。 

○幸田公文書管理検討室長 これに類する規定としましては、刑事訴訟法にまさに訴訟に

関する記録は公にしてはならないという規定が片一方にあって、プラスして情報公開法を

適用除外するという規定が両方刑事訴訟法には書かれているという例はございます。 

 もしこの「公にしてはならない」という規定だけで、そこが必ずしも明らかでないとい

うことだとすると、むしろほかの立法技術としては、例えば「これに該当するものとする」

みたいな宣言をするような規定を重ねて置くということがあるのだと思いますけれども、

それについても情報公開法との関係で適当なのかどうなのかという検討が必要になるのだ

ろうとは思います。 

○梶田委員 情報公開法の不開示情報というのは、１つの議事録全体を指しているのでは

なくて、その中にある個別の部分が不開示情報に当たるかどうかという判断をするという

前提で書かれている規定なのでしょうか。これは小早川先生とか宇賀先生にお聞きした方

がいいかもしれませんけれども。 

○幸田公文書管理検討室長 恐らく、何も規定を置かなければ、まさに先ほどの日銀の議

事録についての部分開示と同じように、内容に応じてこの部分は公開、非公開という判断

をされていくことになるのだと思われます。 

 ただ、閣議の議事録に関しては、少しまだ説明が足りませんけれども、部分的にもやは

り公開するということは避けるべきではないかと。全体として非公開という取扱いをすべ

きなのではないかという前提に事務局は立っております。 

○小早川委員 そこは宇賀さんの方が正確かもしれませんが、規定の上では、文書が不開

示情報を含んでいれば開示しないというのが、まず第一原則ですね。ですから、その限り

では文書が単位になる。だけれども、部分開示がありますので、そこは文書の部分を分け

るということで対応できるのなら、それは、開けるべきところはできるだけ開けるという

ことだろうと思います。 

○幸田公文書管理検討室長 若干補足をいたしますと、やはり情報公開法の不開示事由に

当たるかどうかだけで、ここの部分の議事録は出て行きます、ここは出て行きませんとな

りますと、閣僚の発言の一部が遠からず出ていく可能性が出てくるということだとすれば、

これまで議事録を作成してこなかったこととのバランスを考えると、果たしてどうかとい

う判断が内閣サイドでも生じるのではないかと考えます。 

○中塚内閣府副大臣 宇賀先生、どうぞ。 

○宇賀委員 今の論点ですけれども、まさにおっしゃるとおりで、情報公開法はこういう

行政運営情報については事項的なファクターと定性的なファクターの組合せで不開示情報
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に当たるかどうかということを判断しているわけです。ですから、５条６号というのは、

まさにそういうことです。 

ですから、仮にここで一定期間公表しないものとするという規定を置くということにな

りますと、政府からの能動的な公表は一定期間禁止されますが、他方、情報公開法が適用

されるわけですから、開示請求はされてくるわけです。そのときに不開示情報に当たるか

どうかという問題が出てくるわけですけれども、恐らく政府の方としては、それは５条６

号に当たるものだという前提の下で、かつ部分開示も適当でないという前提の下で、全部

不開示という決定をされるということになると思います。 

不服申立てが出てきますと、内閣府の情報公開・個人情報保護審査会の方に諮問されて、

そこで恐らくインカメラ審理もして答申をされるということで、場合によっては部分開示

という答申が出るかもしれませんが、最終的にそこは行政機関が長の判断で、決断をされ

るということになるのかと思います。 

 全国学力テストにつきましては、自治体の方で行いまして、その結果が文部科学省の方

に提出されるわけですけれども、文部科学省は、全国学力テストの結果については行政機

関情報公開法の５条６号に該当するものとして不開示にするということを自治体の方に通

知の中で明記しています。ですから、仮に開示請求が出てきても、そういう形で対応する

という方針はそこで明記されているわけですが、実際に開示請求が出てきたときに、その

方針で不開示決定をしたときに、一度審査会の方で審理をして、答申を受けて、それを受

けた上で内閣総理大臣が最終的な判断をする。私はそういうことでよろしいのかと考えて

おります。 

○中塚内閣府副大臣 小早川先生、どうぞ。 

○小早川委員 情報公開審査会が部分開示をせよと言った、しかし、行政機関の長は、つ

まりここでは内閣総理大臣ですが、それに拘束されるわけではない。それは条文上そうで

す。ただ、これまでの考え方からすれば、行政機関の長が審査会の答申を覆せるのだから

という前提で議論をすることは禁じ手だったはずですね。実際にそれは例が無くはないこ

とは存じていますけれども。拒否権があるからという議論を導入するのであれば、これは

また大問題なのかと思います。 

○宇賀委員 拒否権があるからということではなくて、当然のことながら、明文規定はあ

りませんけれども、答申には尊重義務があると思います。実際、99.9％尊重されているわ

けです。ですから、審査会の方でそういう制度であるわけですから、審議をして、その上

で答申が出てから、それは当然尊重すべきであると思います。 

 ただ、万一それと違う判断をすると、審査会の答申に従わない場合には、そのときには

非常に重い説明責任が生じるのだと思います。具体的には、それはどこで現れてくるかと

いうと、審査会の答申というのは公表されるわけですね。不服申し立てに対しては、異議

申立てに対する決定、あるいは審査請求に対する裁決の際に行政不服審査法上、理由付記

の義務があるわけですから、その理由の中において、仮に審査会の答申に従わないという
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ときに、なぜ従わないかということについて、やはり説得力のある説明ができないといけ

ない。それができなければ、それは理由提示の瑕疵の問題になってくるのではないかとい

うことになると思います。ですから、合理的な理由なしに従わないということは許されな

いのだろうと思います。 

○竹歳内閣官房副長官 １点、よろしいでしょうか。 

 今まで一切議事録をつくっていなかったと。つくった途端に行政情報公開法だと。制度

は進化するとか、そういう立場から少し段階的に進めるという考え方は可能なのでしょう

か。つくった途端にすべてが公開されるんだと。それだと、非常に大丈夫かなという気持

ちになるわけです。 

 突拍子もない質問になってしまいましたがね。 

○小早川委員 それは、Ｂ案の適用除外案か、情報公開法を適用するにしても特定の条項

を適用しないという部分適用除外を考えるかと、具体的に言えば、そういうことをお考え

なわけですね。 

○竹歳内閣官房副長官 三宅先生が先ほど御指摘なさったように、将来世代には開示され

るけれども、今の世代はどうなんだという議論と多分そこが密接で、何のために作成する

かという議論だと思うんです。 

○中塚内閣府副大臣 御厨先生、どうぞ。 

○御厨委員 ですから、やはり一番気になるのは公益裁量開示のところでありまして、こ

れは全く考えないで 30 年というのだったら、割合やりやすいんですよ。ただ、公益裁量開

示というのは、先ほど小早川先生が、そういう実例がありますかねとおっしゃったように、

これは恐らく相当な危機状況のときに、ある種のいろんな危機にどういうふうにそのとき

の内閣が対応したかと。それが書いてあるはずだから、それを出せというような状況下以

外になかなかこれは出ないような気がするわけです。 

 だから、そういう意味で言うと、余り気にしなくてもいいのかなという気がすると同時

に、しかし、先ほども言いましたように、これがこういう形で責任を取らされるというこ

とになると大変だなということと両方ありましてね。ただ、極端なケースだと思うんです。

これを余り中心にして、だからできないというようにはしない方がいいというのが私の基

本的な考え方で、やはり今、制度はおっしゃいましたが、業態の改革の中も変わってくる

でしょうし、いろんな意味で同じ名前で想定しているものも、進化するかどうかはわかり

ません。退化する場合もありますから、何とも言えませんが、変わっていくということは、

ある程度、私のように政治行政を実際に見ている側からすると、そうなのかなという感じ

がしますね。 

○幸田公文書管理検討室長 今のことに関連いたしまして、イギリスにおきましては、情

報公開法において閣議の議事録が一応適用除外情報とはされているものの、公益との比較

考慮をやる、パブリック・インタレスト・テストをやりなさいという仕組みに情報公開法

上はなっているようでございます。 
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 ただ、イギリスの場合、最近も訴訟までいったようでございますが、2003 年のイラク派

兵についての閣議の議事録について情報公開請求があって、コミッショナーといいます、

日本で言えば審査会のような組織が出すべしという採決を出したけれども、情報公開法上、

それを大臣拒否権でひっくり返せる仕組みがあってというバランスをとる仕組みがイギリ

スの場合はあるようでございます。 

 ドイツがどうなっているのかということも含めて、少し調べて、外国でどうなっている

のかということも調べて、次回、御報告したいと考えております。 

○梶田委員 ちょっとお伺いしたいのですが、我が国の場合は、審査会は現物の書類は見

られるのでしょうか。 

○幸田公文書管理検討室長 はい。 

○小早川委員 ただ、行政機関の側で出したがらないケースはありますね。実際、必ず見

ているというわけではないです。 

○梶田委員 こんなことをここで言っていいのかわかりませんけれども、いろんな会議の

議題が出てきますが、内容を見ると、これを開示すると自由闊達な議論ができなくなると

か、連帯責任の問題が発生するというようなことは書いていない、そのような議論をやら

ないような閣議だって、場合によってはあるわけですね。それでもすべて今回の考え方は、

20 年なり、30 年は非公開にしてしまうという考え方ですね。 

○幸田公文書管理検討室長 事務局の今の考え方としては、やはりその議論が行われたの

か、行われなかったのかも含めて、議論が行われなかった会議だから出していいという考

え方は取らない方がいいのではないかと思います。すべて非開示にするなら、非公開と整

理をすべきなのではないかと考えております。 

○中塚内閣府副大臣 小早川先生、どうぞ。 

○小早川委員 公益開示について、念のためということで、ちょっとよけいかもしれませ

んけれども。この制度設計案では、非公開原則をとる、それは政府を拘束する、だから、

時の政府が開けたくても勝手に開けてはいけないよという前提なわけです。ここで私たち

が今、議論している状況というのは、その、時の政府が開けたい気持ちになってしまった

というときですね。そのときに、この非公開原則というものを全然チャラにしないような、

本当にまじめな公益判断というのをどうやって確保するのかということなのでして、レア

ケースかもしれませんが、やはりそれは、かなり真剣に考えなければいけない話ではない

かと思います。 

○中塚内閣府副大臣 予定をしておりました時間を過ぎました。たくさん御意見をいただ

きまして、どうもありがとうございました。 

 今、お示しした資料４について、たくさん御意見をいただいたわけなのでありますが、

そういったことも踏まえまして、海外の事例等の調査をし、その上でまたお諮りをして、

更に議論を詰めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、この辺りで閉じさせていただきますが、今日は本当にどうもありがとうござい
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ました。またよろしくお願いいたします。 

 


